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(54)【発明の名称】 医療用処置具

(57)【要約】
【課題】  簡単、確実に組織や臓器を把持固定・解除、
牽引、回収できる医療用処置用具を提供する。
【解決手段】  可撓性のシースと、先端側がシースから
突出した際に開口する処置部を持った操作用ワイヤー
と、操作用ワイヤーを駆動させるための操作手段を設け
た内視鏡処置具において、操作手段のラチェット機構に
より、機械的に臓器を把持固定でき、また、操作ワイヤ
ーの処置部平面が適当な角度をもつことにより、処置部
ループを内視鏡画面で正面視しながら、締め付け・解除
の操作を行えることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  可撓性のシースと、シース内に挿通され
先端側に処置部を設けた操作用ワイヤーと、さらに第一
の指掛け部を持つ操作部と第二の指掛け部を持ち操作用
ワイヤーを固定したスライド部とからなる操作手段を設
けた内視鏡処置具において、操作部には締め付け方向に
沿ってラチェット溝を設け、スライド部が操作部に対し
て摺動可能で、且つスライド部にラチェット溝での固定
・解除手段を設けたことを特徴とする医療用処置具。
【請求項２】  操作用ワイヤーの処置部平面はワイヤー
の軸線上に対して１５～６０度の角度をもつ請求項１記
載の医療用処置具。
【請求項３】  操作部にスライド部摺動用のスライド溝
を設けた請求項１又は２記載の医療用処置具。
【請求項４】  スライド部の固定・解除手段がスライド
部と一体成形された請求項１～３記載のいずれかの医療
用処置具。
【請求項５】  操作ワイヤーの処置部平面の角度をもつ
方向が、操作手段のスライド部の固定・解除手段側と逆
方向である請求項１～４記載のいずれかの医療用処置
具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は経内視鏡的さらに内
視鏡下外科手術において使用される医療用処置用具の操
作手段及び操作用ワイヤーに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、経内視鏡的手術や内視鏡下外科手
術が広く実施されている。内視鏡下の手術は内視鏡から
見た映像を画面で見ながら遠隔操作で手術を行う方法で
ある。実際に手術を行う術者は、内視鏡で映し出された
映像を画面で見ながら複数の処置具を入れ替えながら遠
隔操作で手術を行う。手術により切除した組織や臓器は
一般的なスネアやバッグ付きの回収具や鉗子等で回収し
ている。一般的なスネアは高周波により組織を焼き切っ
て回収するが、臓器を掴んで体外に回収する場合は、ハ
ンドルを握って処置部のループを閉じて臓器を掴んだま
ま体外に取り出す。ところが、スライド部の固定機構が
無いため回収途中で把持が緩むと体内に臓器を落として
しまうことがある。また、一般のスネアは先端開口部の
平面がワイヤー軸線上にあるため内視鏡がほぼ平行に位
置する場合、内視鏡からワイヤー開口部が見えにくいこ
とが指摘されており、これらの点の改良が要求されてき
ている。
【０００３】ラチェット機構に関しては、実公昭５４－
２１４３６号公報や、実公平５－１１８４２号公報に示
されるとおり、操作部に操作部の後端部方向に刃が向く
鋸歯状の複数の係止爪からなるラチェット部を設けて、
操作用部材に被係止爪及び解除用のボタンを設けること
で解除用のボタンを押さない限り先端鉗子部等が不動に
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なるようにしたものが提案されている。これらは、解除
用にボタン部材を別途必要としており、精密な加工と、
型加工、成形加工が難しくコストが大幅に上昇する問題
点がある。
【０００４】更に、特開平１１－３３２８７０号公報に
内視鏡処置具の操作部においてスライド部の摺動長の調
整に、ラチェット機構付きストッパーを位置可変に設け
たものが開示されている。しかし、ストッパーとスライ
ド部は別部材になっており、スライド部については固定
機構が考慮されておらず一般のスネア同様、回収時の把
持力に問題がある。
【０００５】また、特開平１１－２２６０２４号公報に
は、ワイヤー先端開口部の平面がチューブ先端の平面に
対して拡開方向規制手段により、浅い角度で曲り、確実
に生体組織を把持、切除、吸引、排出できるものが提案
されている。但しこれはチューブの外径に沿ってワイヤ
ー先端開口部が位置しているため、より大きな臓器の把
持などは想定されていない。また、内視鏡の鉗子孔より
挿入するため、ワイヤー開口部の位置が見づらくチュー
ブ先端の位置確認が行いにくい。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の内視
鏡下手術における処置のこのような欠点を解決するもの
で、その目的とするところは、簡単・確実に組織や臓器
を把持固定・解除、牽引、回収できる医療用処置用具を
提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、
（１）可撓性のシースと、シース内に挿通され先端側に
処置部を設けた操作用ワイヤーと、さらに第一の指掛け
部を持つ操作部と第二の指掛け部を持ち操作用ワイヤー
を固定したスライド部とからなる操作手段を設けた内視
鏡処置具において、操作部には締め付け方向に沿ってラ
チェット溝を設け、スライド部が操作部に対して摺動可
能で、且つスライド部にラチェット溝での固定・解除手
段を設けたことを特徴とする医療用処置具、（２）操作
用ワイヤーの処置部平面はワイヤーの軸線上に対して１
５～６０度の角度をもつ（１）記載の医療用処置具、
（３）操作部にスライド部摺動用のスライド溝を設けた
（１）又は（２）記載の医療用処置具、（４）スライド
部の固定・解除手段がスライド部と一体成形された
（１）～（３）記載のいずれかの医療用処置具、（５）
操作ワイヤーの処置部平面の角度をもつ方向が、操作手
段のスライド部の固定・解除手段側と逆方向である
（１）～（４）記載のいずれかの医療用処置具である。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、図面により本発明を具体的
に説明する。図１は本発明の一実施例となる医療用処置
用具の平面図を示しており、図２は突出時の側面図、図
３は操作手段断面図、図４は固定解除手段概略図及びラ
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チェット機構断面図を示す。図５は他の一実施例となる
医療用処置具の操作手段の平面図を示しており、図６は
操作手段側面図、図７は操作手段断面図、図８は固定解
除手段概略図及びラチェット機構断面図を示す。図９は
本発明のその他の一実施例となる医療用用処置具の操作
手段の平面図を示しており、図１０は操作手段側面図、
図１１は操作手段断面図、図１２はラチェット機構断面
図を示す。図１３は医療用処置具を用いた手技を表す手
術の実施例を示す概略図である。図１４は内視鏡から医
療用処置具を観察した場合の概略図で、（ａ）は操作ワ
イヤー処置部に一定の角度をもたせた状態、（ｂ）は曲
げていない状態を示す。図１５は操作手段でのラチェッ
ト機構解除の操作方法を示す概略図である。
【０００９】本発明による医療用処置具の構造は、操作
手段（１）、シース（８）、操作用ワイヤー（９）より
なり、操作手段（１）は操作部（２）とスライド部
（６）とコネクター（１１）よりなり、操作部（２）上
でスライド部（６）が前後に移動可能である。シース
（８）は操作部（２）とコネクター（１１）の間で接続
され、その中に操作用ワイヤー（９）が挿通される。操
作用ワイヤー（９）は操作手段（１）のスライド部
（６）内で固定され、操作部（２）の先端からシース
（８）内に入る。スライド部（６）を操作部（２）前方
側に移動させた時はシース（８）先端より操作用ワイヤ
ー（９）の処置部（１０）が突出して開口し、後方側へ
移動させた時はシース（８）内に処置部（１０）が収納
された状態になる。また、スライド部（６）を操作部
（２）の後方側へ移動させた時は、スライド部（６）の
固定解除手段（７）と、操作部（２）のラチェット溝
（３）が嵌め合いながら移動し、固定解除手段（７）を
用いて解除しない限り、突出方向へは戻らない。
【００１０】（操作部）操作手段（１）の操作部（２）
は通常、射出成形により作製される。操作部（２）の手
元側には第一の指掛け部（４）が設置され、全長の少な
くとも一部にラチェット溝（３）が形成される。第一の
指掛け部（４）は術者の親指が固定可能な形状であれば
特に限定されないが、円形に形成させる場合、内径１５
～３０ｍｍに設定するのが好ましい。また、ラチェット
溝（３）はスライド部（６）の固定解除手段と嵌め合う
形状に形成され、通常は図１、図５又は図９に示すとお
り、操作部（２）の内側に形成される。
【００１１】ラチェット溝（３）はスライド部（６）の
全長に形成しても何ら問題はないが、操作性を上げる上
では臓器を締め付ける程度において締め付ける部分を中
心に操作部（２）の一部に作製するだけで良い。操作部
（２）上をスライド部（６）が移動するスライド長は術
者の手のひらを伸ばしきった時が限界であり、通常７５
～１００ｍｍの間に設定される。そのため、操作部
（２）の全長は１２０～２５０ｍｍ程度に設定される。
ラチェット溝の長さは１～５ｍｍ程度に設定するのが好
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ましく、１ｍｍより小さいと必要寸法まで締め付けるの
に時間がかかり、５ｍｍより大きいと臓器を締め付ける
力の幅が広くなり、１個締め付けるだけで臓器がちぎれ
る危険が出てくる。
【００１２】また、スライド部（６）を移動させた場合
のスライド部（６）先端の浮き上がり防止のため、図１
１のようにスライド溝（１２）を設置しても良い。操作
部（２）の材質は、硬質で滑りの良い材料が良く、塩化
ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリ
アセタール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリプロピレン樹
脂、ポリエチレン樹脂等や、ステンレス鋼等の金属が使
用される。
【００１３】（スライド部）操作手段（１）のスライド
部（６）は操作部（２）を包み込む様に形成され、操作
部（２）上を前後に移動する様に取り付けられる。通
常、射出成形等によって作製される。スライド部（６）
の手元側には第二の指掛け部（５）が設置される。
（５）は術者の人差し指及び中指を挿入してスライド部
（６）をスライドさせることが可能な形状であれば特に
限定されないが、円形に形成させる場合、内径１５～３
０ｍｍに設定するのが好ましい。
【００１４】スライド部（６）の先端側には固定解除手
段（７）が設置され、スライド部（６）と同一成形品で
作製しても良いし、別部材としてスライド部（６）に取
り付けるか、インサート成形しても良い。固定解除手段
（７）と操作部（２）のラチェット溝（３）との位置関
係は、図４のように固定解除手段（７）を形成すると、
スライド部（６）を手元側に引くとスライド部（６）先
端の固定解除手段（７）から手元側へ伸びたスリットに
より固定解除手段（７）がしなり、固定解除手段（７）
の固定部（１３）が操作部（２）のラチェット溝（３）
に嵌め合わさりながらスライドしていくため、手元側に
はスライドするが、先端側には固定され戻らない。
【００１５】先端側へ移動させる場合は、固定解除手段
（７）のボタン（１４）を押しながらラチェット溝
（３）との嵌合を解除し、先端側にスライドさせる。ま
た、図８のように固定解除手段を形成すると図４の時と
同様に手元側にはスライドするが、先端側には固定され
戻らない。先端側へ移動させる場合には、固定解除手段
（７）のボタン（１４）を引いてラチェット溝（３）と
の嵌合を解除し、先端側にスライドさせる。固定部（１
３）が嵌め合った状態では、図４の仕様より固定強度が
強くなりやすいのが特徴である。
【００１６】さらに、図１２のように図８とはボタン
（１４）及びスリットの向きを反対にして固定解除手段
（７）を形成すると、スライド部（６）を手元側に引く
とスライド部（６）の固定解除手段（７）の固定部（１
３）が操作部（２）のラチェット溝（３）に嵌め合わさ
りながらスライドしていくため、手元側にはスライドす
るが、先端側には固定され戻らない。先端側へ移動させ
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る場合は、固定解除手段（７）のボタン（１４）を押し
ながらラチェット溝（３）との嵌合を解除し、先端側に
スライドさせる。この方法で行うと片手操作が容易にな
る。
【００１７】片手操作を行う場合には、第二の指掛け部
（５）に中指が挿入された状態で、人差し指をボタン
（１４）に掛けられるように第二の指掛け部（５）近傍
にボタン（１４）を配置することが必要である。この場
合、ボタン（１４）の位置は第二の指掛け部（５）の中
心線から１～５ｃｍの位置が好適である。また、操作部
（２）のスライド溝（１２）にスライド部（６）のスラ
イド部材（１５）を嵌め合わせて移動させることによ
り、スライド部（６）前方の浮き上がりが防止でき、さ
らに固定部（１３）の離脱防止及びラチェット嵌合音の
向上が図れる。スライド部（６）及び固定解除手段
（７）の材質は硬質で滑りの良い材料が良く、塩化ビニ
ル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリアセ
タール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポ
リエチレン樹脂等や、ステンレス鋼等の金属が使用され
る。
【００１８】（シース）シース（８）は手元側を操作部
（２）に取り付けられ、内部には操作用ワイヤー（９）
が挿通される。通常、押出成形等で成形される。シース
（８）の長さは内視鏡や鉗子孔付きのトロッカーに入れ
る場合は５００から３０００ｍｍ程度であり、外径は内
視鏡等鉗子孔の内径を考慮して１～３ｍｍ程度、内径は
０．５～２．８ｍｍ程度とするのが適当である。シース
（８）と操作部（２）との取り付け方法は溶着、接着、
嵌合などのいずれでも良く、一般には、シース（８）末
端をフランジ加工し、コネクター（１１）と操作部
（２）との間で締め付け固定する方法が取られる。
【００１９】シース（８）の材質は操作ワイヤー（９）
及び内視鏡などの鉗子孔との滑りが良く、折れたり切れ
たりし難い材料が良く、塩化ビニル樹脂、ウレタン樹
脂、フッ素系樹脂、 ポリアミド樹脂、ポリプロピレン
樹脂、ポリエチレン樹脂等や、それ以外の樹脂でも剛性
を持たせるために金属コイルや、金属メッシュなどを複
合したものでも良く限定されない。
【００２０】（操作ワイヤー）操作用ワイヤー（９）は
金属加工により形成される。処置部（１０）のループ径
は１０～３５ｍｍで、一般に使用される高周波スネア用
のループと同程度の大きさであり、シース（８）内に出
し入れするため、外径が０．１～２ｍｍのステンレス系
のワイヤーかミニロープが好適であるが、ループ形状が
保てる剛性を持ち、体内に影響を与えにくい材料であれ
ば特に限定はされない。
【００２１】また、操作用ワイヤー（９）は、操作手段
（１）内での直線操作性を上げるために、操作手段
（１）内ではロッド形状で良く、スライド部（６）との
接続は、スライド部（６）にインサートしたり、スライ
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ド部に埋め込まれた金属板にかしめ部分を嵌合しても良
い。
【００２２】操作ワイヤー（９）はさらに、図２の側面
図のように、操作用ワイヤー（９）先端の処置部（１
０）が通常の処置部（１０）平面に対して１５～６０度
の角度を持たせてあるので、内視鏡外科手術の場合、図
１３のように鉗子孔付きのトロッカー内に腹腔鏡と本発
明の医療用処置具を挿入すると、処置部（１０）が角度
をもっているため図１４（ａ）のように腹腔鏡の視野に
医療用処置具の処置部ループが直視できるようになり、
図１４（ｂ）のように角度をつけていない場合と比べ、
臓器を処置部ループ内に入れ込む操作がし易くなる。
【００２３】さらに操作手段（１）の固定解除手段
（７）と操作ワイヤー（９）の位置関係を図２や図１０
のようにボタン（１４）と反対の向きに操作ワイヤー
（９）処置部（１０）の角度をつけるようにすると、鉗
子孔付きのトロッカー内に挿入して内視鏡で見ながら処
置部（１０）を出したり引っ込めたりする操作を、片手
で可能になる。図１５は、人差し指で固定を解除する操
作を示す。
【００２４】（コネクター）コネクター（１１）はシー
ス（８）を操作部（２）に固定させるために使用する。
通常、射出成形で成形される。操作部（２）への取り付
けは、接着、溶着、ねじ止めなどで良い。コネクター
（１１）に使用される材質は塩化ビニル樹脂、ポリカー
ボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリ
アミド樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂等
や、ステンレス鋼等の金属が使用される。
【００２５】（使用方法）次に本発明による医療用処置
用具の実際の使用方法について図１３、図１４及び図１
５を用いて説明し、本発明の効果を明確にする。内視鏡
外科手術の場合、図１３のように鉗子孔付きのトロッカ
ー内に腹腔鏡を挿入して腹腔内を観察し、摘出臓器を確
認する。本発明の医療用処置具のスライド部（６）を手
元側の締め付け方向に移動させ処置部（１０）をシース
（８）内に収納する。シース先端から鉗子孔付きのトロ
ッカーの鉗子孔に挿入し、腹腔鏡よりシース先端が腹腔
内に到達したことを確認する。
【００２６】この時、操作手段（１）の固定解除手段
（７）が第一の指掛け部（４）と第二の指掛け部（５）
を親指、人差し指、中指で握ったとき、手の甲側に来る
ようにすると、操作部ワイヤー（９）の平面が内側に来
るように角度をつけているため、シース（８）先端から
操作ワイヤー（９）を突出させた時に図１４（ａ）のよ
うに腹腔鏡の正面に処置部（１０）のループが見えるよ
うになり、図１４（ｂ）のように角度をつけていない場
合と比べ臓器を処置部ループ内に入れ込む操作がし易く
なり、さらに、解除（突出）操作も片手でできるように
なる。
【００２７】図１３のように処置部（１０）のループに
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7
他のトロッカーから挿入した把持鉗子を挿入して臓器を
把持し、処置部（１０）のループ内に引き込む。臓器を
引き込んだ状態でスライド部（６）を手元側の締め付け
方向に移動させ、臓器をしっかり把持する。この時、操
作手段（１）はラチェット機構が発揮されており、スラ
イド部（６）は解除側へは移動しない。トロッカーと同
時に臓器ごと医療用処置具を体外へ引き抜き、臓器を回
収する。
【００２８】固定の解除は図１５のようにスライド部
（６）の固定解除手段（７）のボタン（１４）を人差し
指で押しながら固定部（１３）とラチェット溝（３）と
の嵌合を解除し、先端側にスライド部（６）を押して、
処置部（１０）のループを広げさせ、臓器を外す。
【００２９】これにより「操作手段のラチェット機構に
より、臓器を把持して体内から体外へ回収する際、機械
的に臓器を把持固定でき、握りながら回収する必要がな
い」「操作ワイヤーの処置部平面が適当な角度に曲げら
れることにより、腹腔鏡より処置部が直視できるため、
臓器をループ内に通す操作が容易になった」「解除ボタ
ンを手の甲側に設置し、操作ワイヤーの曲げ方向を内側
にすることで、処置部ループを内視鏡画面で確認しなが
ら、締め付け・解除の操作を片手で行える」等の効果が
得られた。
【００３０】
【発明の効果】本発明の医療用処置具は、鉗子孔付きト
ロッカーなどの鉗子孔に挿入して、内視鏡で処置部のル
ープを直視でき、さらに片手操作で臓器を簡単確実に把
持固定及び解除ができるため、術者のストレスが軽減さ
れ、臓器回収時間のスピードアップが図られ有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例となる医療用処置用具の平面
図である。
【図２】一実施例の突出時の側面図である。
【図３】一実施例の操作手段断面図である。
【図４】一実施例の固定解除手段概略図及びラチェット
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機構断面図である。
【図５】他の一実施例となる医療用処置具の操作手段の
平面図である。
【図６】他の一実施例の操作手段側面図である。
【図７】他の一実施例の操作手段断面図である。
【図８】他の一実施例の固定解除手段概略図及びラチェ
ット機構断面図である。
【図９】その他の一実施例の医療用用処置具の操作手段
の平面図である。
【図１０】その他の一実施例の操作手段側面図である。
【図１１】その他の一実施例の操作手段断面図である。
【図１２】その他の一実施例のラチェット機構断面図で
ある。
【図１３】医療用処置具を用いた手技を表す手術の実施
例を示す概略図。
【図１４】内視鏡から医療用処置具を観察した場合の概
略図で、（ａ）は操作ワイヤー処置部に一定の角度をも
たせた状態、さらに（ｂ）は処置部を曲げていない状態
である。
【図１５】操作手段でのラチェット機構解除の操作方法
を示す概略図。
【符号の説明】
１        操作手段
２        操作部
３        ラチェット溝
４        第一の指掛け部
５        第二の指掛け部
６        スライド部
７        固定解除手段
８        シース
９        操作用ワイヤー
１０      処置部
１１      コネクター
１２      スライド溝
１３      固定部
１４      ボタン

【図３】
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